
〇見守り・安否確認

〇生活支援

埼玉県指定居住支援法人 指定番号９

埼玉県全域
(重点的に活動している地域）さいたま市

＜所 在 地＞埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目489番地１ 日勝堂ビル２F

＜電話番号＞０１２０－９１６－５２３ ＜FAX＞０４８－６５３－２１１９

＜E-mail＞info@endo-mimotohosho.or.jp

＜HP＞https://endo-mimotohosho.or.jp/nyukyoshien/

＜窓口開設時間＞月～金（祝祭日を除く）9:00～16:00

当社は、大宮で35年以上の実績のある司法書士事務所が母体と

なっている法人です。お一人暮らしの高齢者の見守り・入院時の保

証人・死後事務の引受けが得意です。

どうぞお気軽にお問合せください。

（留意事項） 特になし

入居前支援

〇
住まいに関する情報
提供・相談

〇不動産店の紹介

ー
保証人・緊急連絡先の
引受

入居中支援

残置物処理等業務

〇賃貸借契約の解除

提携の業者を手配いたします。〇残置物の処理

一般社団法人えん道グループ

活動地域

支援対象

支援
業務

家賃債務保証

入居前支援

入居中支援

残置物処理等

法人案内

児童養護
施設退所者

性的マイノリティ
住宅確保要配慮者の
生活支援をする者

UIJターンによ
る転入者

低額所得者 被災者 障害者
子どもを養育
している者

児童虐待を
受けた者 DV被害者外国人

保護観察対象者

生活困窮者
大規模災害

被災者
海外からの
引揚者

犯罪被害者

原子爆弾被爆者

戦傷病者

新婚世帯

ハンセン病療養
所入所者

中国残留邦人

高齢者

拉致被害者 刑の執行等のため矯正施
設に収容されていた者

困難な問題を
抱える女性

提携不動産会社を通じて、ご紹介可能な物件をお探しい

たします。

提携の警備会社と連携し、緊急対応を行います。
①ご自宅で突然倒れてしまった場合、見守りセンサーに反応がなければ警備会社

に自動的に通報。

②警備員がご自宅に駆けつけます。

③必要に応じて警備会社が救急車を要請、えん道グループへ連絡

④ご本人様や医療機関の要請によりえん道グループ職員が病院へ駆けつけ、入院

手続きを行います。また、万が一の際の死後事務も行います。

① ② ③ ④
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